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推進

老朽施設の
更新・耐震
性の向上

はじめに～坂東市水道事業経営戦略について～ 

 総務省は、全国の地方公営企業事業者に対し、平成 28 年 1 月「経営戦略の策定推進

について」を通知しました。公営企業が保有する資産の老朽化に伴う大量更新期の到来

や人口減少に伴う料金収入の減少等によって、経営環境が厳しさを増しています。その

ため、平常時の経営健全化の取組の一環として、経営戦略の策定が必要とされました。 

市においても、水道事業を取り巻く環境の変化に適切に対処するため、「坂東市水道

事業経営戦略」を定めました。令和 8 年度から令和 17 年度までを計画期間とする坂東

市水道事業経営戦略は、以下の 3つの柱を盛り込んだ計画とします。 

 

１ 水道料金を見直しする等財政基盤を強化します。 

 水道事業は、公営企業として独立採算制を原則とし、利用者の負担を元に運営する事

業です。管路や施設の経年劣化に対応し、施設、管路等の更新に取り組むとともに、地

震等の災害対策・危機管理を強化する財源を確保するため、水道料金の見直し等を適切

に行っていきます。 

 また、全ての経費を検証し、抑制に努めます。 

 

２ 老朽施設の更新・耐震性の向上に取組ます。 

 昭和 50 年代に整備された施設は、長年の使用により経年劣化が進み、老朽化が顕著

です。将来にわたり安定した水道水の供給を行うため、水需要の変化、法定耐用年数、

緊急性、重要度の高い施設から優先的に改良・更新を行います。 

 

３ 水道事業の経営統合に向けた協議を進めます。 

 茨城県水道事業広域連携推進方針（令和 7年 3月改定）に基づき、茨城県企業局を経

営主体とする経営統合に向けた協議を進め、坂東市水道事業の基盤強化を目指します。 
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第１章 経営戦略策定の趣旨 

１ 策定の趣旨 

 坂東市水道事業は、2008（平成20）年3月に計画給水人口47,530人、1日最大給水量17,660 

㎥とする創設認可を受けて「坂東市水道事業基本計画」に基づき、事業を実施してきまし

た。 

近年、水道事業を取り巻く環境は大きく変化し、少子化による人口減少、節水機器の普及

による水需要の減少等により、今後、料金収益の減少は避けられない状況になっています。 

一方で、施設の老朽化は進み、災害に強い施設への更新や耐震化への取組が課題となって

おり、設備投資に係る費用が増大する見込みとなっています。これらは、水道事業の主収入

である料金収益の減少と、経常費用の増加へとつながっていくため、地方公営企業法に基づ

く「独立採算の原則」に則った水道事業独自での負担は限界となり、将来の経営状況はます

ます厳しいものとなることが予測されます。 

このような状況の中で、生活に必要不可欠なライフラインである水道を安定的に供給して

いくためには、施設の効率化や運営費用等の経費削減を図り、経営基盤強化のための取組を

推進することが重要です。また、水道事業の現状把握、分析及び将来予測を行った上で、経

営健全化のための収支計画を策定し、中長期的な視点で事業運営に取組んでいく必要があり

ます。 

この課題に対応し、目指す方向性を定め、安全で良質な水を安定的に供給し、信頼される

水道事業の実現に向けて、水道事業経営基盤の強化を図るため、坂東市水道事業の中長期的

な基本計画である「坂東市水道事業経営戦略」（以下「経営戦略」といいます。）を策定す

るものです。 

 

２ 経営戦略の位置付け 

 経営戦略は、市水道事業における中長期的な事業運営方針と具体的な計画を示したもので

す。 

 この経営戦略は、国土交通省が策定を勧めている「水道事業ビジョン」と総務省が策定を

求めている「経営戦略」の内容を包含するものとして策定しました。 

 計画の策定に当たり、市の上位計画である「ばんどう未来ビジョン」、関連計画である

「坂東市公共施設等総合管理計画」等との整合性にも留意しています。 

 将来にわたって安全で安心な水を市民の皆さまに持続して供給することが、水道事業者の

使命であります。国際連合が提唱する SDGs (持続可能な開発目標)では、上下水道関連の開発

目標として「安全な水とトイレを世界中に（全ての人が安全な水と衛生的な環境を使えるよ

うにする、限りある水資源を将来にわたって使うための取組を進める）」と示しており、上

下水道サービスを安定的に提供することが、世界共通の課題として位置付けられています。 
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３ 経営戦略の計画期間 

 本経営戦略の計画期間は、「経営戦略策定ガイドライン」（総務省）が定める『中長期的な

視点から経営基盤の強化等に取り組むことができるように「投資・財政計画」の期間は 10 年

以上を基本とする』という考えを踏まえ、令和 8 年度から令和 17 年度までの 10 年間としま

す。 

なお、社会情勢や経営状況等の変化に対応するため随時フォローアップを行い、必要に応

じて見直しを行います。 

第２章 経営の基本方針 

１ 基本理念と取組の方向性 

 坂東市総合計画「ばんどう未来ビジョン」長期ビジョンでは、「みんなでつくる やすらぎ

と生きがい 賑わいのある都市（まち）坂東」を目指すべき将来都市像に掲げています。 

 「ばんどう未来ビジョン」第 2期戦略プランの中で、水道事業については、快適・安全に

暮らせる生活基盤づくりを求められており、坂東市水道ビジョンの基本理念とも合致するた

め「安全・安心な坂東市水道～活力を支える基盤づくり」を継続して水道ビジョンの基本理

念に掲げます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「安全・安心な坂東市の水道 ～活力を支える基盤づくり～ 」 

基本理念（将来像） 

【持続】いつまでも皆さまの近くにあり続ける水道 

   経営基盤の強化や技術の継承、水道サービスの向上を目指します。 

【安全】いつでも安心して飲める、信頼される水道 

水質管理体制の強化や水源水量の確保、安全・安心な水道の供給を目指

します。 

【強靭】災害に強く、たくましい水道 

老朽化施設・管路の更新や効率的な水運用の構築を目指します。 

 

 

基本方針(将来目標) 
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（人） （単位：千㎥） 

第３章 坂東市水道事業の現状 

１ 給水の現状  

坂東市水道事業は、2005（平成 17）年 3月 22 日、旧岩井市と旧猿島町が合併し、坂東市政

がスタートしたことに伴い、2008（平成 20）年 3月に坂東市水道事業として、計画給水人口

47,530 人、計画一日最大給水量 17,660m3とする認可を受け、現在に至っています（表－1 給

水の現状）。 

                           ２０２４（令和６）年度末 

地方公営企業法 適 用 事業区分 末端給水事業 

計画給水人口 47,530 人 現在給水人口 43,345 人 

計画一日最大給水量 17,660 m3 現在一日最大給水量 15,892m3 

給水区域面積 123.18 ㎢ 給水人口密度 353.63 人/㎢ 

（表－１ 給水の現状） 

 

給水人口は、2015（平成 27）年度より 6.7％減少していますが、給水量は 8.6％増加してい

ます。（図－1 給水人口と給水量の推移）。 

 

 

 
 

（図－１給水人口と給水量の推移） 
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（表－２ 2015（平成 27）年度と 2024（令和 6）年度 給水人口等の比較） 

 
 

 

 

（表－３ 水道事業の沿革） 

区 分 認可年月 目標年度 
計画給水

人口 

計画最大 

給水量 
普及率 

岩

井 

創設 昭和 50.3 昭和 60 18,000 人 7,200m3/日 － 

第 1 次拡張 平成 1.3 平成 18 42,000 人 11,780m3/日 90.0％ 

猿

島 

創設 昭和 58.3 平成 2 16,500 人 5,540m3/日 － 

第 1 次変更 昭和 60.10 平成 2 16,500 人 5,540m3/日 － 

第 1 次拡張 平成 5.3 平成 13 17,800 人 7,800m3/日 100.0％ 

坂東市 平成 20.3 平成 26 47,530 人 17,660m3/日 85.7％ 

令和７年３月現在 － － 43,345 人 － 83.5％ 
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２ 水道施設の現状 

（１）施設等の現状 

主な水道施設としては、岩井浄水場、猿島浄水場、神田山配水場及び駒跿配水場の 4 つの

施設があります。この 4 つの施設にはそれぞれ配水池があり、浄水場で浄水処理された水道

水や県水を受水した水道水が送られた後、市民の皆さまへ配水する役割を果たしています（表

－4主な水道施設）。 

 

（表－４主な水道施設） 

 

 浄水場・配水場は、昭和 40 年代から昭和 50 年代までの期間に整備されたものが多く、長

年の使用により建物や機械・電気設備等の老朽化が顕著となり、更新時期を迎えているもの

もあります。 

 将来にわたり安定した水道水の供給を行い、修繕・更新を進めながら、これら全ての施設

を維持するためには、膨大な事業費が必要となります。 

本計画では、引き続き岩井浄水場、猿島浄水場、神田山配水場及び駒跿配水場の 4 か所を

中心となる浄水場・配水場と位置付け、災害時において緊急性、重要度の高い施設を優先的

に整備しつつ、法定耐用年数が短いポンプ・機械設備及び電気・計装設備の整備についても、

計画的に更新を推進していくものとします。 

 

 

 

 

 

 

 

浄水場・配水場 岩井浄水場 猿島浄水場 神田山配水場 駒跿配水場 

所在地 
坂東市鵠戸 

421-2 

坂東市山 

469-1 

坂東市神田山

1589 

坂東市駒跿 

961-20 

原水の種類 地下水・県水受水 地下水・県水受水 県水受水 県水受水 

処理能力（㎥/日） 7,560 5,540 － － 

配水能力（㎥/日） 14,400 7,600 4,000 3,800 

浄水処理方法等 

前塩素処理 

凝集処理 

急速ろ過処理 

前塩素処理 

急速ろ過処理 
－ － 
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① 施設の現状 

岩井浄水場           （表－５）      （令和 7年 3月 31 日現在） 

項 目 概 要 建設年度 経過年数 

浄水施設 着水井 RC造 2 池 

ばっ気槽 RC 造 2池 

急速混和池 RC造 1 池 

フロック形成池 RC 造 2池 

薬品沈殿地 RC 造２池 

ろ過ポンプ井 RC造 1 池 

急速ろ過機３基：830 ㎥/日 

昭和 51 年 

昭和 51 年 

昭和 51 年 

昭和 51 年 

昭和 51 年 

昭和 51 年 

昭和 53 年 

47 年 

47 年 

47 年 

47 年 

47 年 

47 年 

45 年 

配水池 RC 造 2 池構造：有効容量 2,760 ㎥ 

SUS 造 2池構造：有効容量 3,300 ㎥ 

昭和 50 年 

平成 24 年 

48 年 

11 年 

配水設備 可変速多段渦巻配水ポンプ４台、動力設備 

配水能力 14,400 ㎥/日 

平成 27 年 8 年 

備 考 機器及び機械設備は、一部更新しています。 

 

 

猿島浄水場           （表－６）      （令和 7年 3月 31 日現在） 

項 目 概 要 建設年度 経過年数 

浄水施設 着水井 RC造 1 池 

酸化槽 RC造 1 池、ろ過ポンプ井 RC 造 1池 

酸化槽 RC造 1 池、ろ過ポンプ井 RC 造 1池 

急速ろ過機 2基：1,800 ㎥/日 

急速ろ過機 2基：840 ㎥/日 

昭和 59 年 

昭和 59 年 

平成 6年 

平成 7年 

平成 24 年 

39 年 

39 年 

29 年 

28 年 

11 年 

配水池 RC 造 2 池分割：有効容量 2,000 ㎥ 

RC 造 1 池：有効容量 820 ㎥ 

RC 造 2 池分割：有効容量 1,400 ㎥ 

昭和 59 年 

平成 6年 

平成 8年 

39 年 

29 年 

27 年 

配水設備 片吸込渦巻配水ポンプ 2台 

可変速横型両吸込渦巻ポンプ 4 台  

動力設備、配水能力 7,600 ㎥/日 

昭和 59 年 

昭和 59 年 

39 年 

39 年 

備 考 機器及び機械設備は、一部更新しています。 

6 号配水ポンプのみ、平成 8年に更新。 
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神田山配水場          （表－７）      （令和 7年 3 月 31 日現在） 

項 目 概 要 建設年度 経過年数 

浄水施設 県水用薬品注入設備 2台 平成 22 年 13 年 

配水池 PC 造 1 池：有効容量 840 ㎥ 平成 5年 30 年 

配水設備 片吸込渦巻ポンプ 3台、動力設備 

配水能力 4,000 ㎥/日 

平成 6年 29 年 

備 考 機器及び機械設備は、一部更新しています。 

 

 

駒跿配水場           （表－８）      （令和 7年 3月 31 日現在） 

項 目 概 要 建設年度 経過年数 

浄水施設 県水用薬品注入設備 2台 平成 8年 27 年 

配水池 PC 造 1 池：有効容量 950 ㎥ 平成 7年 28 年 

配水設備 片吸込渦巻ポンプ 3台、動力設備 

配水能力 3,800 ㎥/日 

平成 8年 27 年 

備 考 機器及び機械設備は、一部更新しています。 
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猿島浄水場 

山 469 番地 1 

（昭和 59年完成） 

配水能力 7,600 ㎥/日 

駒跿配水場 

駒跿 961 番地 20 

（平成 8年完成） 

配水能力 3,800 ㎥/日 

神田山配水場 

神田山 1589 番地 

（平成 6年完成） 

配水能力 4,000 ㎥/日 

岩井浄水場 

鵠戸 421 番地 2 

（昭和 51年完成） 

配水能力 14,400 ㎥/日 
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②水源 

 水源は、9本の深井戸による地下水と県南西広域水道用水供給事業から県水受水とし、地下

水は、各浄水場で急速ろ過及び薬品注入設備によって浄水処理を行っています。 

 県水受水は、県との協定水量となっていることから、安定した水源となっています。地下

水については、近年、取水量が減少傾向にあり、深井戸の経年劣化による老朽化も進んでい

ることから、取水量は不安定な状況にあります。今後は、県水の受水量と地下水量とのバラ

ンスを考慮した上で、県水の受水量の増加等を検討する必要があります。 

 取水ポンプ及び電気設備関係は、一部更新している機器もありますが、法定耐用年数を超

えた機器が現存していることから、老朽化が進んでいます。施設の経年劣化が更に進んだ場

合は、能力低下等を来すこととなります。 

 

（２）管路の現状等  

1975（昭和 50）年度から布設され、2024（令和 6）年度末までに市内全域に布設された導・

配水管の合計管路延長は約 797.6km です。 

 現在、布設 40 年を経過した布設年度不明管（以下「不明管」という。）を含む水道管路の

延長は約 287.0km、管路全体の約 36.0％を占めます。 

今後、「坂東市地域防災計画」に規定する避難所等の緊急性の高い重要給水施設までの配水

管、災害時の応援給水となる各給水区域間の緊急時用連絡管、漏水等が多発している老朽管

等について、耐久性・耐震性の高い水道管への布設替え工事を行っていきます（表－9水道管

路の経過年数別延長（2024（令和 6）年度末）。 

 

（表－９ 水道管路の経過年数別延長（2024（令和 6）年度末） 

項 目 10 年以下 11～20 年 21～30 年 31～40 年 40 年超 不明管 計 

管路延長(m) 39,856.3 128,004.8 219,706.2 123,051.8 84,628.3 202,336.9 797,584.3 

割合(％) 5.0 16.1 27.5 15.4 10.6 25.4 100.0 
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３ 経営状況 

（１）総収益、給水収益、総費用、純利益の推移 

給水収益は、2018（平成 30）年に岩井地域と猿島地域の水道料金を統一する改定を行

ったことにより減額となりましたが、給水量は増加となりました（図－2 総収益、総費

用、純利益の推移）。 

 総収益は、ほぼ横ばいで推移しておりますが、今後においては、節水機器の普及や人口減

少により、給水収益が減少し、それに伴い総収益も減少していくものと考えられます。 

 総費用については、老朽管の修繕、施設の更新及び耐震化の施設整備実施に伴う減価償却

費の増加等を要因として、今後は増加の傾向に転じていきます。 

 損益については、毎年度、純利益を計上し、安定した経営を維持してきました。 

しかし、今後は、収益の減少と費用の増加が見込まれるため、厳しい経営状況となること

と予想されます（図－3 給水収益の推移）（表－10 2015（平成 27）年度と 2024（令和

6）年度の収益的収支）。 

 

 

 

（図－２ 総収益、総費用、純利益の推移） 

 

 

 

 

 

 

 

（単位：百万円） 
（税抜） 
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（図－３ 給水収益の推移） 

 

 

 

 （表－１０ 2015（平成 27）年度と 2024（令和 6）年度の収益的収支の比較）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（単位：百万円） 

 

（税抜） 

（税抜） 
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経常収支比率は、当該年度において給水収益や加入者分担金等の収益で、維持管理費や支

払利息等の費用をどの程度賄えているかを表す指標です。  

当該指標は、単年度の収支が黒字であることを示す 100％以上になっていないと、単年度

の収支が赤字であることを示しているため、経営改善に向けた取組が必要な状況になりま

す。経営戦略期間中に実施する老朽化施設の改修や耐震化等の建設改良事業に伴う減価償却

費等の経常費用の増加が見込まれるため、経営戦略期間を通して単年度の収支が黒字であ

ることを示す 100％以上の経常収支比率を維持することを目指します（図－4 経常収支比

率）。 

 

 

 
（図－４ 経常収支比率） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（単位：％） 

2024 

R6 
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（単位：百万円） 

 

（単位：百万円） 

 

（２）資本的収支の推移と企業債残高 

 資本的収支は、これまでの事業で借入れた企業債の返済が進んでいるため、未償還残高は

減少しています。2018（平成 30）年度以降は企業債の増加抑制のため、新たな借入を行わ

ず、自己財源で更新費用を賄っています。 

 今後は、さらに更新費用が増加すると見込まれるため、国庫補助金の活用及び適正な企業

債の借入を行い、将来の償還を考慮した事業収支計画となるよう検討していきます（図－5 

資本的収支の推移）、（図－6企業債残高と償還額の推移）。 

 

 
（図－５ 資本的収支の推移） 

 

 

（図－６ 企業債残高と償還額の推移） 
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（単位：千人） 

 

第４章 将来の事業環境 

１ 給水人口の予測 

 全国的な動向として、今後は少子高齢化が進行し人口減少が避けられないことから、水需

要はさらに減少していくと考えられます。 

市の人口は、2005（平成 17）年の 57,959 人をピークに、転出の増加や出生数の低下

等により減少が続いています。2025（令和 7）年の人口は 51,936 人で、2015（平成 27）年

の 56,210 人と比較して 10 年間で 4,274 人の減少となっています。 

一方、世帯数は 10 年前と比較して 2,788 世帯増加し、緩やかな増加が続いています。 

 坂東市人口ビジョン（2016（平成 28）年 3月策定）の将来展望を元に、給水人口及び水

需要予測を実施しました（図－7 給水人口の予測）。 

 給水人口は、2024（令和 6）年と比較すると、2068（令和 50）年は、6,864 人減少する見

込みです。 

 「国立社会保障・人口問題研究所」による 2020（令和 2）年の国勢調査を基にした推計で

は、2050（令和 32）年で給水人口が 36,481 人になると推計しています。 

 

 

（図－７ 給水人口の予測） 
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２ 水需要の予測 

 一日平均給水量も、人口減少の影響を受け年々減少し、2024（令和 6）年と比較すると、

2068（令和 50）年は約 16.2％減少する見込みです。 

 そのため、今後は施設更新時期等に合わせて、ダウンサイジング（コストダウンや効率化

を図るために、水道施設を適正規模に縮小すること）を図る必要があります 

（図－8  一日平均給水量の予測）。 

 

 

 

  

（図－８ 一日平均給水量の予測） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（単位：千㎥） 
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第５章 投資・財政計画 

浄水場・配水場施設のほとんどは、1996（平成 8）年度までに整備され、現在まで修繕や更

新によって長寿命化を図ってきましたが、経年劣化により多くの施設で老朽化が進みつつあ

ります。 

また、管路についても老朽化・劣化等が見られ、管路の法定耐用年数は 40 年であることか

ら、順次更新時期を迎えることになります。 

一方で、給水人口の減少とそれに伴う給水収益の減少が見込まれます。 

これらの状況を踏まえ、資金確保の方策を検討し、投資及び財源について長期的な試算を

行い、投資・財政計画を策定しました。 

 

１ 投資試算 

経営の基本方針を踏まえ、経営戦略の計画期間における投資計画及び財政計画を策定しま

した。これは、将来にわたって安定的に事業を継続していくために必要な投資の見通しを試

算した投資試算と財源試算により、水道事業の財政収支を明らかにすると共に、経営の健全

化に向けた取組を推進するものです。それぞれの施策を進め、課題解決を図ります。 

 

（１）建設投資計画の見通し 

配水管については、道路改良工事に伴う拡張工事や老朽化配水管の布設替えを見込みまし

た。浄水場・配水場施設においては、設備や機器の更新を見込みました（表－11 建設投資

計画）。 

（表－１１ 建設投資計画） 

（単位：百万円） 

施設等 事業費 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17 

配水管 3,112 118 189 188 223 306 342 357 485 553 351 

施設 1,840 182 170 174 177 190 189 190 180 193 195 

計 4,952 300 359 362 400 496 531 547 665 746 546 

 

（２）収益的支出 

岩井浄水場は、広域連携（経営の一体化）に伴い、令和 10 年度から配水場化を計画して

いることから、職員給与費、動力費、修繕費、薬品費、委託費が低減します。 

一方で、県水受水が増えることから、受水費が増加します。そのほか、通信運搬費や路面

復旧費については、実績の水準一定で計画し、減価償却費や支払利息は投資計画のシミュレ

ーションにより算出しています。 
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（３）資本的支出 

建設改良費は、投資計画に基づき計上しました。企業債償還費については、投資計画によ

るシミュレーションにより算出しました。 

 

２ 財源試算 

 市の収益的収支のうち、収益については、人口減少や節水機器の影響により、今後も

徐々に減少していく見込みです。費用については、減価償却の増加に伴い、年々増加する見

込みです。 

令和10年度には、岩井浄水場が配水場となるため、地下水の利用は減少し、全量受水に切

替える予定です。県水全量受水以降は、安定的な水源を確保できます。受水費を支払って購

入した浄水を配水することになりますので、経営効率に与える影響は，自己水源の時よりも

さらに大きくなることを想定しています。 

 また、資本的収支については、老朽化した管路更新のための建設改良費の増加が見込まれ

ます。このための財源として、国庫補助金の収入を充てます。不足分については、水道料金

の見直しを行う等、適切に対応していきます。 
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３ 水道事業の広域連携（経営統合） 

 茨城県水道事業広域連携推進方針（令和 5年 3月策定）に基づき、県主催の水道事業に係

る広域連携検討・調整会議が設置され、経営統合に向けての検討を進めてきました。 

水道事業を取り巻く経営環境は、人口減少や施設・管路の老朽化等に伴い厳しさを増して

います。市民生活に必要不可欠なライフラインである水道事業の持続的な経営を確保してい

くためには、中長期の経営見通しに基づく経営基盤の強化を進める必要があります。 

将来においても「安心・安全かつ安定的な水道水の供給」のため、広域連携のスケールメ

リットを活かした「経営統合（経営の一体化）」は有効です。 

市においても、今後、「水道事業の経営一体化に関する基本協定」の締結を進め、将来の

広域連携を見据えた本格的な協議に取組ます。 

 

 

（水道広域化のイメージ図） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事業統合

経営の一体化

管理の一体化

施設の共同化

経営主体・事業がひとつに統合された形態 

経営主体はひとつだが、事業は別の形態 

県や市町村で各々に水道事業の運営を行う 
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第６章 効率化・経営健全化に向けた取組 

１ 取組方針 

 水道事業を運営していくためには、水道施設や管路の健全性を維持することが、水道水の

安定供給を行う前提条件となります。一方で、老朽化した水道施設の修繕、更新等の投資事

業には、多大な資金が必要です。 

 財源を確保し、老朽化した水道施設の更新や耐震化を行っていくためには、徹底した水道

事業の効率化・経営健全化に取組、事業運営にかかる経常的なコストの削減を進めることで、

経営基盤の強化を図るとともに、水道施設のダウンサイジング等、投資の合理化を進めるこ

とが重要です。 

 この財源確保を広域連携（経営統合）によって、浄水場を配水池化し、更新・運転費用を縮

小し、経営面でのスケールメリットをいかした効率的な運営により経費の削減を進めていき

ます。 

 これまで、市水道事業においては、組織の見直しや民間活力を取り入れる等、水道事業の

効率化・健全化に取組んできましたが、さらなる運営経費の削減に努めるとともに、今後の

事業投資計画は、合理化を図ります。 

 また、水道水の安定供給を確保するためには、災害に備えた取組が重要です。地震等の災

害や事故に強い強靭な水道施設の構築図り、応急給水体制等において、ソフト面での災害対

策の強化を目指します。 

 

２ 取組事項 

２－１事業運営に関する事項 

（１）施設の合理化・長寿命化 

 現在、岩井浄水場、猿島浄水場、神田山配水場及び駒跿配水場の 4か所から水道水を供給

しています。今後の水需要に応じて、給水対象区域の再設定や配水管路末端の接続により事

故や緊急時に対応した水道水の供給網を構築しています。 

 各施設には、浄水設備・配水設備・電気設備及び監視システムや機器制御装置等、その部

分的な損傷が契機となり、施設全体の改修・更新に至る可能性のある重要な設備がありま

す。このような設備の故障や事故を予防するために、定期的に巡回点検を行い、機器等の異

常の早期発見に努め、修繕や消耗部品の交換等を適時に実施し、水道施設の長寿命化を計画

的に進めます。 

 

 

 

 

 

 



 

第６章 効率化・経営健全化に向けた取組 

  

23 

 

（２）県水受水と自己水源の有効的な活用 

 市水道事業では、浄水された県水の受水と自己水源である地下水を組み合わせて水道水の

供給を行っています。地下水は限りがあることから、茨城県地下水の採取の適正化に関する

条例に基づき、取水量を抑制しながら、自己水源を有効的に活用しています。 

 令和 10年度には、岩井浄水場が配水場となるため、地下水の利用は減少し、令和 18 年度

には猿島浄水場が配水場になることにより、全量受水に切り替える予定です。 

今後も、水道水の安定供給を維持するために、より効果的な活用の選択をしながら水源の

安定確保に努めていきます（図－9受水取水の推移）。 

 

 

（単位：千㎥） 

 

（図－９ 受水取水の推移） 

 

（３）民間活力の活用 

 市では、民間事業者の持つノウハウ等をいかし効果的なサービスの提供が可能な、浄水

場・配水場の運転管理や、検針・窓口業務等について民間への業務委託を行っています。 

公営企業である水道事業は、水道法において、原則、地域の実情に通じた市町村が、継続

的、安定的に経営することが規定されていることから、今後も効果的でより良いサービスの

提供や効率性、経済性を判断しながら民間委託業務の改善を図ります。 
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（単位：円）

一般用 一般営業用 浴場営業用 団体用 臨時用 共用 一般用他 浴場営業用 臨時用

10㎥まで 20㎥まで 100㎥まで 20㎥まで 10㎥まで 5㎥まで １㎥につき １㎥につき １㎥につき

昭和53年６月 760 1,520 5,600 1,520 1,520 380 80 60 160

昭和58年10月１日 1,330 2,660 9,800 2,660 2,660 665 140 110 280

昭和62年10月１日 1,930 3,860 14,220 3,860 3,860 965 205 160 410

平成元年４月１日 2,000 4,000 14,650 4,000 4,000 1,000 210 165 420

平成９年４月１日 2,030 4,050 14,930 4,050 4,050 1,010 215 170 430

平成26年４月１日 2,120 4,250 15,640 4,250 4,250 1,060 225 175 450

基本料金 超過料金

２－２経営基盤の強化に関する事項 

（１）水道料金体系の統一 

水道料金は、基本料金、超過料金、量水器使用料の合計額となっています。 

岩井地域では、用途別に一定の水量までは定額の基本料金に含まれ、それ以降は用途に応

じた超過料金が発生し、猿島地域では、用途によらず基本料金に超過料金を加算していく方

式となっています。 

水道料金は、給水サービスの対価として水道事業が実施する施設の建設及び改良に要する

経費を賄うために、必要な時期に適正な水準に定めることが好ましいとされています。今

後、水需要が減少し、施設の老朽化に伴い修繕費や更新費用は、増加することが見込まれま

す。安定的な経営が可能となる料金水準の設定や、岩井地域と猿島地域の料金体系の統一を

図っていきます（図－10 口径別の料金収入と給水件数の比較）。 

 

＜岩井地域の料金体系の推移（用途別）＞（表－１２） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜猿島地域の料金体系の推移（口径別）＞（表－１３） 

 

 

＜量水器使用料＞（表－１４） 

（単位：円） 

 13ｍｍ 20ｍｍ 25ｍｍ 30ｍｍ 40ｍｍ 50ｍｍ 75ｍｍ 100ｍｍ 

平成 30 年 4 月 1 日 90 175 265 350 705 1,145 2,200 2,750 

                       

 

（単位：円）

超過料金

１３ｍｍ ２０ｍｍ ２５ｍｍ ３０ｍｍ ４０ｍｍ ５０ｍｍ ７５ｍｍ １㎥につき

昭和59年12月 1,000 1,000 1,300 1,500 2,500 4,500 9,000 110

平成元年４月１日 1,030 1,030 1,339 1,545 2,575 4,635 9,270 113

平成７年７月１日 1,545 1,545 2,060 2,369 3,914 7,004 13,905 175

平成９年４月１日 2,100 2,100 3,045 3,570 5,880 10,500 20,790 262

平成26年４月１日 2,300 2,300 3,335 3,910 6,440 11,500 22,770 290

平成30年４月１日 2252,120

基本料金　（10㎥まで）
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（単位：％） 

 

（図－１０ 口径別の料金収入と給水件数の比較） 

 

（２）普及率の向上 

 市の水道普及率は、依然として低い状況にあります。給水区域内人口は減少傾向であるこ

とから、水道未使用世帯の解消に向けて、水道水の安全性や重要性等を発信し水道への理

解を深めてもらうことで、更なる利用促進を図り普及率の向上に努めます（図－11 普及

率）。 

 

 

（図－１１ 普及率） 

φ13

φ13

φ20

φ20

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

給水件数

料金収入

φ13 φ20 φ25 φ30 φ40 φ50 φ75 φ100

35.6%

58.8% 38.2%

43.3% 
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２－３ 資金管理・調達に関する事項 

 常に一定以上の預金高を維持し安定した資金運用を行っていますが、人口減少に伴う収益

の減少、浄水場・配水場施設及び水道管路等の老朽化による施設の修繕、更新・耐震化等に

多額の費用を要することから、今後、厳しい経営状況が見込まれます。 

 これらの事業による、建設改良費が増加し自己資金の減少が予想されることから、投資計

画に沿った資金運用を行い、補助金等の確保に努めます。資金調達の手段として、企業債発

行による借入もありますが、平成 30 年度以降は新たな借入を行わず発行残高の減少に努め

てきました。今後においても、企業債による借入は計画的に行い、世代間の財政負担の公平

化及び中長期的な企業債残高の低減を図ります。 

 また、自主財源確保のため収納率の向上に向けた取組を行います。 

 

２－４ その他重点事項 

安全で安心な水道水を安定的に供給するため、施設の耐用年数を考慮し、実際の老朽化の

状態を把握した上で、計画的に施設の修繕や更新の検討を行います。 

また、給水区域内における給水効果を高めるとともに、維持管理の効率化、施設利用率の

向上を図り、管理費用を削減するため浄水場・配水場施設のダウンサイジングを検討しま

す。 
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上下水道部水道課

業務係 工務係

３ 組織体制 

 市水道事業は、水道施設の運転管理や検針業務等を民間事業者に委託することにより、市

民サービスの向上及び業務の省力化・効率化を図り、効果的な事業運営に努めてきました。 

人事異動により、職員の水道実務経験年数に変動がありますが、経年劣化する施設の更新・

耐震化や管路の更新を着実に進めるとともに、日常の施設管理を適切に行うことで施設の長

寿命化を図るためにも、管理に必要な職員の技術の継承が重要となってくることから、技術

職員の確保と育成を行います（図－12 職員数経過）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（図－１２ 職員数経過） 

 

 ≪組織体制≫ 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

（１）これまでの主な経営健全化の取組 

  水道料金等収納業務（受付、検針、調定、収納、電算処理）、浄水場の運転管理業務を 

民間事業者に外部委託することで業務の効率化による職員数の削減を実施しています。 

  市中金利の動向に注視し、効率的な資金運用を行っています。 

  企業債の発行を抑制し、企業債残高を削減しました。 

配管台帳システムや会計システム導入により、業務の効率化を図りました。 

 

〇財務に関すること 

〇資産の管理の関すること 

〇水道料金の徴収に関すること 

〇広報宣伝に関すること 

〇業務統計に関すること 

〇水道施設の設計・工事施工に関すること 

〇水道施設の維持管理に関すること 

〇水質の検査・保全に関すること 

〇給水装置に関すること 

〇給水記録の整理に関すること 

（単位：人） 
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戦略分野
KPI

（成果指標）
現状値
（R6決算）

目標値 評価方法

① 財務健全性 料金回収率 103.30% ≧99％ 供給単価÷給水原価

② 財務健全性 経常収支比率 111.70% ≧100％ 経常収益÷経常費用

③ インフラ健全性 管路更新率 0.15% ≧1％ 年次更新延長÷管路延長

④ インフラ健全性 有収率 88.30% ≧92％ 有収水量÷給水量

⑤ サービス品質 給水制限件数 0件 ≦0件/年
給水の制限または停止を実施した件数
（大規模漏水事故等によるもの）

⑥ サービス品質 水質基準適合率 100% ≧100％ 水質検査項目の適合率

 （２）組織の見通し 

市水道課は、職員 11 人による業務・工務部門のそれぞれが一体となって事業運営の効率

化を図り、水道施設の運転管理や水道検針等の業務を委託し、効率的な事業運営の達成に努

めてきました。 

経年劣化する施設の更新・耐震化や管路の更新を着実に進めるとともに、日常の施設管理

を適切に行うことで施設の長寿命化を図るためにも、管理に必要な職員の技術継承が重要と

なってくることから、広域連携を活用し、技術職員の確保と育成に取組ます。 

さらに、職員の意欲を向上させ、能力が発揮できる組織を構築するため、研修会への参加

等水道事業に関する各種資格・技術取得を推進して専門的な知識や技術を継承し、効果的な

人材育成に努めます。 

 

４ KPI（重要業績評価指数）の設定 

 本戦略の進捗状況を把握するため、下記事項について KPI を設定します。 

これらの指標については、計画期間中における達成度に応じて評価点を付与し、5段階評

価（S～D）及び数値スコア（1～5 点）の双方により段階的に管理することで、各指標の達

成状況を把握していきます。 

 

（１）財務健全性 

経営基盤の安定性を確認するため、料金回収率及び経常収支比率を KPI として設定します。

これにより、収入確保の確実性と経営の持続性を定量的に検証します。 

 

（２）インフラ健全性 

 管路施設の更新状況を定量的に把握するために、管路更新率および有収率を KPI として設

定します。これにより、老朽化施設の計画的な更新状況と水量損失の抑制を通じた施設運用

の効率性を客観的に評価し、インフラの健全性確保の達成度を検証します。 

 

（３）サービス品質 

 利用者へのサービス水準を維持・向上させる観点から、給水制限件数および水質基準適合

率を KPI として設定します。これにより、安全かつ安定した水道サービス提供の達成度を客

観的に把握します。 
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第７章 進捗管理等 

１ 経営戦略の事後検証・更新等 

 経営戦略で掲げた計画や取組を確実に実施するためにＰＤＣＡサイクル「計画策定（Plan）、

実行（Do）、評価・検証（Check）、見直し（Action）」を基本として、毎年度進捗管理を行いま

す。 

 経営戦略の計画期間は、令和 8年度から令和 17 年度までの 10年間となっていますが、5年

後の令和 12 年度に見直しを行い、経営戦略の投資・財政計画に対する実績とかい離を検証し、

必要な見直しを行っていきます。 

 また、他市町村との広域連携により、経営形態に変化が生じる場合には、必要な見直しを

行っていきます。 

 経営戦略の目標達成状況や見直しを行った際には、市民の皆さまに公表し、更なる経営の

健全化に取組ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Do
実 行

Check

評価・検証

Action

見直し

Plan
計画策定

安全・安心な 

坂東市の水道 

~活力を支える 

基盤づくり~ 
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目標６【水・衛生】 

すべての人々の水と衛生の

利用可能性と持続可能な管

理を確保する 

目標１４【海洋資源】 

持続可能な開発のために、海

洋・海洋資源を保全し、持続

可能な形で利用する 

目標９【インフラ、産業

化、イノベーション】 

強靭（レジリエント）な

インフラ構築、包摂的か

つ持続可能な産業化の促

進及びイノベーションの

推進を図る 

目標１７【実施手段】 

持続可能な開発のための実施

手段を強化し、グローバル・

パートナーシップを活性化す

る 
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SDGs（エス・ディー・ジーズ）とは 

２０１５年９月の国連サミットで採択

された、「誰一人取り残さない」持続可

能で多様性と包摂性のある社会の実現

に向けた、２０３０年を年限とする 

１７の国際目標です。 


